〇〇幼稚園園則
※必須事項
第１章　総則

（目的）
第１条　本幼稚園は、学校教育法第２２条及び第２３条に基づき幼児を保育し、適切な環境を与えて、心身の発達を助長することを目的とする。

（名称）
第２条　本幼稚園は、〇〇幼稚園という。

（位置）
第３条　本幼稚園は、大分県〇〇市〇〇町〇〇番地に置く。

（入園資格）※
第４条　本幼稚園に入園することができる者は、満〇歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

（定員、学級編成）※
第５条　本幼稚園の収容定員は、〇学級〇〇名とし、その内訳は次のとおりとする。
　　　　　　５歳児　　〇学級
　　　　　　４歳児　　〇学級
　　　　　　３歳児　　〇学級


第２章　保育年限、学期及び休業日、保育時間

（保育年限）※
第６条　本幼稚園の保育年限は〇年（４年未満）とする。

（学期）※
第７条　１年を分けて次の３保育期とする。　　注：保育期の代わりに学期としても差し支えない
　　　　　　第１保育期　　４月１日から８月３１日まで
　　　　　　第２保育期　　９月１日から１２月３１日まで
　　　　　　第３保育期　　１月１日から３月３１日まで

（休業日）※
第８条　本園の休業日（休園日）は、次のとおりとする。
（１）　日曜日
（２）　土曜日（毎月第〇、第〇土曜日）
（３）　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日
（４）　夏期休業　〇月〇日から〇月〇日まで
（５）　冬期休業　〇月〇日から〇月〇日まで
（６）　学年末休業　〇月〇日から〇月〇日まで
（７）　学年始休業　〇月〇日から〇月〇日まで
（８）　開園記念日　〇月〇日
（９）　その他園長が必要と認めた日


第３章　授業日時、教育課程、保育内容

（授業日時）※
第９条　幼稚園の授業日時数は次のとおりとする。
　　　　（１）　１学年の教育週数　　〇〇週　　　　　　　　　　　　 （※３９週以上）
　　　　（２）　１週の教育日数　　　 　 〇日　　　　　　　　　　　　（※目安５日）
　　　　（３）　１日の教育時数　　　　　 〇時間を原則とする。　（※目安４時間）

（始業及び終業）
第１０条　保育時間は、午前〇時〇〇分から午後〇時〇〇分までとする。ただし、季節により変更することがある。


第４章　入園、退園及び休園

（入園許可）※
第１１条　教育課程は前条及び幼稚園教育要領の基準により、園長が定める。

（入園手続）※
第１２条　入園しようとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ入園料を添えて提出するものとする。

（退園、休園）※
第１３条　退園又は休園しようとする者は、その事由を記して保護者から園長に願い出るものとする。　
２　病気その他の理由により、他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者は、退園又は休園させることがある。


第５章　修了及び褒賞

（修了）
第１４条　園長は、園児が所定の保育過程を修了したと認めたときは、修了証書を授与する。

（褒賞）
第１５条　心身の発達著しく他の模範となる者は、これを褒賞することがある。

第６章　教職員組織

（教職員組織）※
第１６条　本幼稚園に次の教職員を置く。　　※必置
　（１）園長　　　　　　　　　　　　１名※
　（２）副園長　　　　　　　　　　〇名
　（３）教諭　　　　　　　　　　　 〇名※
　（４）養護教諭　　　　　　　　 〇名
　（５）事務教諭　　　　　　　　 〇名
　（６）園医　　　　　　　　　　　　〇名※
　（７）園歯科医　　　　　　　　　〇名※
　（８）園薬剤師　　　　　　　　　〇名※
２　園長は、園務を掌り所属職員を監督する。
３　教諭は、幼児の保育を掌る。


第７章　保育料、入園金及び検定料

（保育料、入園金及び検定料）※
第１７条　本幼稚園の保育料・入園料及び検定料は、次のとおりとする。
　　保育料（年・月額）　　　　　　　　〇〇〇円
　　入園料　　　　　　　　　　　　　　 〇〇〇円
　　検定料　　　　　　　　　　　　　　 〇〇〇円
注：そのほか園児納付金として徴収しているものは、全て記載すること。

（その他）
第１８条　幼児の在園中は、出席の有無にかかわらず保育料を所定の期日までに納付しなければならない。


第８章　補則

（施行細則）
第１９条　この園則の施行に関し、必要な細則は園長が別に定める。

附則
（施行日）
１　この園則は、　　　年　　　月　　　日から施行する。

（改正）
１　この園則は、　　　年　　　月　　　日から施行し、　　　年　　　月　　　日から適用する。
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